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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の上方に、対向して配置されたソース電極およびドレイン電極と、
　前記ソース電極およびドレイン電極間に配置された有機半導体膜と、
　前記有機半導体膜の第１面又は前記第１面と逆側の第２面上にゲート絶縁膜を介して形
成されたゲート電極と、
を有し、
　前記ゲート電極は、前記ソース電極およびドレイン電極間と、前記有機半導体膜とが重
なるチャネル領域に、凹部を有し、
　前記凹部を介して前記チャネル領域に光を導入可能に構成されており、
　前記凹部底部に位置する前記ゲート電極は、前記凹部に導入された光が透過可能な厚み
である、
薄膜トランジスタ。
【請求項２】
　前記ゲート電極は、前記チャネル領域において、前記ソース電極と重なる領域から前記
ドレイン電極と重なる領域まで繋がる経路部を有する、請求項１に記載の薄膜トランジス
タ。
【請求項３】
　前記凹部および前記ゲート電極の膜厚部分との境界を画定する端辺であって、互いに対
向する一対の端辺の各々から前記端辺に直角に前記凹部の内側へ向けて、前記ゲート絶縁
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膜の膜厚方向に対して４５°の角度で延ばした直線が前記ゲート絶縁膜の膜厚以内で交差
する、請求項１に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項４】
　前記凹部は、前記ソース電極又は前記ドレイン電極の上部に形成されていることを特徴
とする請求項３に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項５】
　前記ゲート電極は、前記チャネル領域において、前記ソース電極から前記ドレイン電極
への第１方向に延在し、一定の間隔を置いて配置された複数のライン状の第１配線を有す
ることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項６】
　前記ゲート電極は、前記チャネル領域において、前記ソース電極から前記ドレイン電極
への第１方向と交差する第２方向に延在し、一定の間隔を置いて配置された複数のライン
状の第２配線を有することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載の薄膜トラ
ンジスタ。
【請求項７】
　前記第２配線は、前記チャネル領域外で、前記第１方向に延在する第３配線によって接
続されていることを特徴とする請求項６に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項８】
　前記ゲート電極は、前記チャネル領域において、前記ソース電極から前記ドレイン電極
への第１方向に延在し、一定の間隔を置いて配置された複数のライン状の第１配線と、
　前記第１方向と交差する第２方向に延在し、一定の間隔を置いて配置された複数のライ
ン状の第２配線と、を有することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載の薄
膜トランジスタ。
【請求項９】
　前記ゲート電極は、前記チャネル領域において、前記凹部を複数有し、
　前記複数の凹部は、アレイ状に配置されることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか
一項に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項１０】
　基板の上方に、対向して配置されたソース電極およびドレイン電極と、
　前記ソース電極およびドレイン電極間に配置された有機半導体膜と、
　前記有機半導体膜の第１面又は前記第１面と逆側の第２面上にゲート絶縁膜を介して形
成されたゲート電極と、
を有し、
　前記ゲート電極は、導電性粒子を含有する液体を固化することにより形成された多孔質
の導電性膜であって、
　前記導電性膜を介して前記有機半導体膜に光を導入可能に構成されており、
　前記ゲート電極の光透過率が２０－８０％である、
薄膜トランジスタ。
【請求項１１】
　前記凹部底部に位置する前記ゲート電極の厚さは、１００ｎｍ以下であることを特徴と
する請求項１に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項１２】
　前記凹部底部に位置する前記ゲート電極の厚さは、５０ｎｍ以下であることを特徴とす
る請求項１に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項１３】
　前記ゲート電極は、第１導電性膜と第２導電性膜との積層膜を有し、前記凹部は、その
底部に前記第１導電性膜を露出する凹部であることを特徴とする請求項１に記載の薄膜ト
ランジスタ。
【請求項１４】
　前記第１導電性膜の厚さは、１００ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１３に記載
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の薄膜トランジスタ。
【請求項１５】
　前記第１導電性膜の厚さは、５０ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１３に記載の
薄膜トランジスタ。
【請求項１６】
　請求項１乃至１５のいずれか一項に記載の薄膜トランジスタを複数有することを特徴と
するマトリクス基板。
【請求項１７】
　請求項１６に記載のマトリクス基板を有することを特徴とする電気泳動表示装置。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の電気泳動表示装置を有することを特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薄膜トランジスタ、特に、有機半導体膜を用いた薄膜トランジスタ等に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＴＦＴ（thin film transistor、薄膜トランジスタ）用の半導体材料として、有
機半導体材料が注目を集めている（例えば、下記非特許文献１参照）。有機半導体は、塗
布法や真空蒸着法といった簡便な技術を用いることによって容易に薄膜形成が可能である
ことに加え、アモルファスまたは多結晶シリコンを用いた従来のＴＦＴに比べて、製造プ
ロセス温度を低温化できるという利点がある。プロセス温度の低温化により、耐熱性の低
いプラスチック基板上への形成が可能となり、ディスプレイの軽量化や低コスト化、さら
にはプラスチック基板のフレキシビリティを活かしたことによる用途の多様化等が期待さ
れている。
【０００３】
　なお、下記特許文献１には、ゲート電極及びゲート絶縁膜が透光性を有する光センサが
開示されている。
【特許文献１】特開２００５－３０２８８８号公報
【非特許文献１】「有機トランジスタ材料の評価と応用」、シーエムシー出版、第１章　
材料
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明者らは、有機トランジスタを用いた電子ペーパなどの表示装置に係る研究・開発
に従事し、トランジスタ特性を良くすることにより装置特性を向上させることを検討して
いる。
【０００５】
　しかしながら、上記表示装置に用いられる表示装置においては、表示を繰り返す内に、
トランジスタの閾値がシフトしたり、また、キャリアの移動度が低下したりするなどの現
象が確認された。これは、表示を繰り返す内に、有機トランジスタ内、具体的には、有機
半導体膜とゲート絶縁膜との界面やこれらの膜中に、キャリアがトラップされ、トランジ
スタ特性を変化させてしまうことが原因と考えられる。
【０００６】
　そこで、本発明に係る具体的態様は、有機半導体膜を用いた薄膜トランジスタの特性の
向上を図ることを目的とする。また、本発明に係る具体的態様は、上記薄膜トランジスタ
を用いたマトリクス基板、電気泳動装置や電子機器の特性の向上を図ることを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　本発明に係る半導体装置は、基板の上方に、対向して配置されたソース電極およびドレ
イン電極と、前記ソース電極およびドレイン電極間に配置された有機半導体膜と、前記有
機半導体膜の第１面又は前記第１面と逆側の第２面上にゲート絶縁膜を介して形成された
ゲート電極と、を有し、前記ゲート電極は、前記ソース電極およびドレイン電極間と、前
記有機半導体膜とが重なるチャネル領域に、凹部を有し、前記凹部を介して前記チャネル
領域に光を導入可能に構成されており、前記凹部底部に位置する前記ゲート電極は、前記
凹部に導入された光が透過可能な厚みである。
【０００８】
　かかる構成によれば、上記凹部を介して光が入射し、チャネル領域にトラップされたキ
ャリア（電子又はホール）をデトラップすることができる。よって、薄膜トランジスタの
特性劣化を低減できる。また、凹部の底部に残存するゲート電極によって、凹部に対応す
る領域においてもチャネル電流が流れ、トランジスタの駆動能力の向上を図ることができ
る。
【０００９】
　前記ゲート電極は、前記チャネル領域において、前記ソース電極と重なる領域から前記
ドレイン電極と重なる領域まで繋がる経路部を有する。かかる構成によれば上記経路部に
よりチャネル電流の導通が図れる。
【００１０】
　前記凹部および前記ゲート電極の膜厚部分との境界を画定する端辺であって、互いに対
向する一対の端辺の各々から前記端辺に直角に前記凹部の内側へ向けて、前記ゲート絶縁
膜の膜厚方向に対して４５°の角度で延ばした直線が前記ゲート絶縁膜の内部で交差する
。
【００１１】
　前記開口部は、前記ソース電極又は前記ドレイン電極の上部に形成されている。かかる
構成によれば、開口部に対応する領域においてチャネル電流が流れるとともに、ゲート電
極とソース電極、又はゲート電極とドレイン電極との間の寄生容量を低減できる。
【００１２】
　前記ゲート電極は、前記チャネル領域において、前記ソース電極から前記ドレイン電極
への第１方向に延在し、一定の間隔を置いて配置された複数のライン状の第１配線を有す
る。このように、第１配線を複数設け、これらの間を開口部としてもよい。
【００１３】
　前記ゲート電極は、前記チャネル領域において、前記ソース電極から前記ドレイン電極
への第１方向と交差する第２方向に延在し、一定の間隔を置いて配置された複数のライン
状の第２配線を有する。このように、第２配線を複数設け、これらの間を開口部としても
よい。
【００１４】
　前記ゲート電極は、前記チャネル領域において、前記ソース電極から前記ドレイン電極
への第１方向に延在し、一定の間隔を置いて配置された複数のライン状の第１配線と、前
記第１方向と交差する第２方向に延在し、一定の間隔を置いて配置された複数のライン状
の第２配線と、を有する。このように、第１および第２配線を複数設け、これらの間を開
口部としてもよい。
【００１５】
　前記第２配線は、前記チャネル領域外で、前記第１方向に延在する第３配線によって接
続されている。このように、第２配線を接続してもよい。
【００１６】
　前記ゲート電極は、前記チャネル領域において、前記開口部を複数有し、前記複数の開
口部は、アレイ状に配置される。このように、アレイ状に複数の開口部を設けてもよい。
【００１７】
　本発明に係る半導体装置は、基板の上方に、対向して配置されたソース電極およびドレ
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イン電極と、前記ソース電極およびドレイン電極間に配置された有機半導体膜と、前記有
機半導体膜の第１面又は前記第１面と逆側の第２面上にゲート絶縁膜を介して形成された
ゲート電極と、を有し、前記ゲート電極は、導電性粒子を含有する液体を固化することに
より形成された多孔質の導電性膜であって、前記導電性膜を介して前記有機半導体膜に光
を導入可能に構成されており、前記ゲート電極の光透過率が２０－８０％である。
【００１８】
　かかる構成によれば、上記空隙を介して光が入射し、チャネル領域にトラップされたキ
ャリア（電子又はホール）をデトラップすることができる。よって、薄膜トランジスタの
特性劣化を低減できる。また、導電性粒子を含有する液体を固化することで、容易に、ま
た、安価に上記空隙を形成することができる。
【００２０】
　かかる構成によれば、上記凹部を介して光が入射し、チャネル領域にトラップされたキ
ャリア（電子又はホール）をデトラップすることができる。よって、薄膜トランジスタの
特性劣化を低減できる。また、凹部の底部に残存するゲート電極によって、凹部に対応す
る領域においてもチャネル電流が流れ、トランジスタの駆動能力の向上を図ることができ
る。
【００２１】
　例えば、前記凹部底部に位置する前記ゲート電極の厚さは、１００ｎｍ以下である。よ
り好ましくは、５０ｎｍ以下である。このように、凹部底部に薄くゲート電極を残存させ
ることで、光の透過性を向上させることができる。
【００２２】
　例えば、前記ゲート電極は、第１導電性膜と第２導電性膜との積層膜を有し、前記凹部
は、その底部に前記第１導電性膜を露出する凹部である。このように、ゲート電極を積層
膜で構成してもよい。この場合、凹部底部には、第１導電性膜が位置するため、当該膜厚
を制御し易くなる。即ち、光の透過性を制御し易くなる。
【００２３】
　例えば、前記第１導電性膜の厚さは、１００ｎｍ以下である。より好ましくは、５０ｎ
ｍ以下である。このように、凹部底部に第１導電性膜を薄く残存させることで、光の透過
性を向上させることができる。
【００２４】
　本発明に係るマトリクス基板は、上記薄膜トランジスタを複数有する。かかる構成によ
れば、マトリクス基板の特性の向上を図ることができる。
【００２５】
　本発明に係る電気泳動表示装置は、上記マトリクス基板を有する。かかる構成によれば
、電気泳動表示装置の特性の向上を図ることができる。
【００２６】
　本発明に係る電子機器は、上記電気泳動表示装置を有する。かかる構成によれば、電子
機器の特性の向上を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら詳細に説明する。なお、同一の機能を
有するものには同一もしくは関連の符号を付し、その繰り返しの説明を省略する。
＜実施の形態１＞
［有機トランジスタの構造］
　図１～図３は、本実施の形態の有機トランジスタの製造方法を示す断面図および平面図
である。まず、最終工程図である図３を参照しながら、本実施の形態の有機トランジスタ
（半導体装置）の構成について説明する。図３（Ａ）および（Ｂ）は、断面図であり、図
３（Ｃ）は、平面図である。図３（Ａ）および図３（Ｂ）は、それぞれ図３（Ｃ）のＡ－
ＡおよびＢ－Ｂ断面に対応する。なお、断面図および平面図において、説明の便宜上スケ
ールを変えて表示した部分がある。また、平面図においても説明を分かり易くするため適
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宜ハッチングを付してある。また、本実施の形態の有機トランジスタの構成は、後述する
製造方法の説明においてより明確となるため、ここでは、その特徴的な構成について説明
する。
【００２８】
　図３（Ｂ）に示すように、本実施の形態の有機トランジスタは、基板１上に形成された
下地絶縁膜３と、その上部に形成された有機半導体膜５と、有機半導体膜５上に一定の間
隔を置いて対向して配置されたソース電極７ｓおよびドレイン電極７ｄと、有機半導体膜
５上にゲート絶縁膜９を介して配置されたゲート電極１１（１１ｂ、１１ｃ）とを有する
。当該有機トランジスタは、いわゆる、トップゲート型－トップコンタクト構造のトラン
ジスタである。
【００２９】
　ここで、上記ゲート電極１１中には、開口部１１ａが設けられている（図３（Ａ）、（
Ｃ）参照）。
【００３０】
　従って、当該開口部１１ａを介してチャネル領域へ光（可視光や紫外光など）が入射し
、チャネル領域にトラップされたキャリア（電子又はホール）をデトラップすることがで
きる。よって、薄膜トランジスタの特性劣化を低減できる。チャネル領域内にキャリアが
トラップされることによる閾値の変動やキャリアの移動度の低下を是正することができる
。また、素子寿命を向上させることができる。なお、ここで「デトラップ」とは、半導体
や絶縁膜、およびそれらの界面にトラップされたキャリア（電子又はホール）が光エネル
ギーを吸収し、トラップサイトから解放される事を指す。
【００３１】
　また、開口部１１ａによって、ゲート電極の面積が減少するため、ゲート電極とソース
電極間や、ゲート電極とドレイン電極間の寄生容量を低減することができる。特に、開口
部１１ａをソース電極又はドレイン電極の上部に配置することで、寄生容量を低減できる
。さらに、追って詳細に説明するように、後述する開口部１１ａの端部から、開口部１１
ａの内側へ、鉛直方向（ゲート絶縁膜９方向へ垂直な方向）から４５°の角度で、有機半
導体膜５上に投影した投影領域（Ｒ１）が開口部１１ａを覆うように開口部１１ａを形成
すれば、当該開口部１１ａの下方にもチャネル（電流の経路）が形成される（図５参照）
。
【００３２】
　以上の説明のように、上記構成によれば、トランジスタ特性を向上させることができる
。特に、後述するように、当該有機トランジスタを、例えば、表示装置の駆動素子として
用いた場合、動作速度の向上やコントラストの向上を図ることができる。
［有機トランジスタの製造方法］
　次いで、図１～図３を参照しながら、本実施の形態の有機トランジスタの製造方法につ
いて説明するとともに、その構成をより明確にする。
（下地膜形成工程）
　図１（Ａ）に示すように、基板１として、例えば、ガラス基板を準備し、基板１上に、
下地絶縁膜３として例えば酸化シリコン膜をＣＶＤ（化学気相成長：Chemical Vapor Dep
osition）法で形成する。ガラス基板の他、アルミニウム（Ａｌ）やステンレスなどの金
属基板や軽量で柔軟性のあるプラスチック基板を用いてもよい。プラスチック基板として
は、熱可塑性樹脂や熱硬化性樹脂などを材料として用いることができる。
（有機半導体膜形成工程）
　次いで、図１（Ｂ）および図１（Ｃ）に示すように、下地絶縁膜３上に、有機半導体膜
５を形成する。例えば、有機半導体材料として、例えば、ポリ（３－ヘキシルチオフェン
）（Ｐ３ＨＴ）を用い、当該化合物溶液を下地絶縁膜３上にスピンコート法を用いて塗布
し、乾燥、焼成（結晶化）することにより有機半導体膜５を形成する。その後、有機半導
体膜５を所望の形状、例えば、略矩形状（図１（Ｃ）参照）にパターニングする。
【００３３】
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　例えば、有機半導体膜５上に、フォトレジスト膜を形成し、露光・現像することにより
、略矩形状のフォトレジスト膜を形成する。このフォトレジスト膜をマスクに、有機半導
体膜５をエッチングし、残存するフォトレジスト膜を除去する。このフォトレジスト膜の
形成から除去までの一連の工程をパターニングという。
【００３４】
　有機半導体としては、上記ポリ（３－ヘキシルチオフェン）（Ｐ３ＨＴ）の他、ポリ（
３－アルキルチオフェン）、ポリ（３－オクチルチオフェン）、ポリ（２、５ーチエニレ
ンビニレン）（ＰＴＶ）、ポリ（パラ－フェニレンビニレン）（ＰＰＶ）、ポリ（９，９
－ジオクチルフルオレン）（ＰＦＯ）、ポリ（９，９－ジオクチルフルオレン－コ－ビス
－Ｎ，Ｎ’－（４－メトキシフェニル）－ビス－Ｎ，Ｎ’－フェニル－１，４－フェニレ
ンジアミン）（ＰＦＭＯ）、ポリ（９，９－ジオクチルフルオレン－コ－ベンゾチアジア
ゾール）（ＢＴ）、フルオレン－トリアリルアミン共重合体、トリアリルアミン系ポリマ
ー、ポリ（９，９－ジオクチルフルオレン－コ－ジチオフェン）（Ｆ８Ｔ２）のようなフ
ルオレン－ビチオフェン共重合体等のポリマー有機半導体材料、またＣ６０、あるいは、
金属フタロシアニンあるいはそれらの置換誘導体、あるいは、アントラセン、テトラセン
、ペンタセン、ヘキサセン等のアセン分子材料、あるいは、α－オリゴチオフェン類、具
体的にはクォーターチオフェン（４Ｔ）、セキシチオフェン（６Ｔ）、オクタチオフェン
のような低分子系有機半導体のうち１種または２種以上を混合して用いることができる。
【００３５】
　なお、有機半導体膜５は、スピンコート法の他、ＣＶＤ法や真空蒸着などにより形成す
ることができる。また、インクジェット法により形成してもよい。インクジェット法を用
いた場合、所望の領域に上記化合物溶液を吐出することができるため、パターニング工程
を省略することができる。
（ソース電極およびドレイン電極形成工程）
　次いで、図２（Ａ）および図２（Ｂ）に示すように、有機半導体膜５上にソース電極７
ｓおよびドレイン電極７ｄを形成する。例えば、有機半導体膜５上に、導電性膜としてＡ
ｕ（金）膜をスパッタリングで堆積する。次いで、Ａｕ膜を、所定の間隔をおいて対向す
る一対の略矩形状にパターニングする。
【００３６】
　導電性膜としては、Ａｕの他、Ａｌ、クロム（Ｃｒ）、Ｔａ（タンタル）等を用いても
よい。また、後述するゲート電極の材料（導電性材料）を用いてもよい。また、スパッタ
リング法に変えて、上記導電性粒子を含む液状材料を有機半導体膜５上にスピンコート法
を用いて塗布し、乾燥、焼成（固化）することにより導電性膜を形成し、その後、パター
ニングしてもよい。また、インクジェット法を用いて上記液体材料を所望の領域に塗布し
、乾燥、焼成することでソース電極７ｓおよびドレイン電極７ｄを形成してもよい。この
場合、上記パターニング工程を省略することができる。また、リフトオフ法によりソース
電極７ｓおよびドレイン電極７ｄを形成してもよい。例えば、基板１上に、ソース電極７
ｓおよびドレイン電極７ｄの形状に対応した開口部を有するフォトレジスト膜を形成し、
基板１上の全体に導電性膜を形成する。その後、フォトレジスト膜を剥離することにより
、フォトレジスト膜の開口部にのみ導電性膜を残存させてもよい。
（ゲート絶縁膜形成工程）
　次いで、図３（Ａ）～図３（Ｃ）に示すように、有機半導体膜５、ソース電極７ｓおよ
びドレイン電極７ｄ上にゲート絶縁膜９を形成する。ゲート絶縁膜９の膜厚は、１０ｎｍ
以上１μｍ以下である。例えば、ゲート絶縁膜９としてポリイミドなどの絶縁材料または
その前駆体を含む溶液を、スピンコート法を用いて、有機半導体膜５等の上部に塗布した
後、熱処理を施すことによりゲート絶縁膜９を形成する。あるいは、インクジェット法を
用いて上記溶液を吐出し、熱処理を施すことによりゲート絶縁膜９を形成してもよい。ま
た、ＣＶＤ法によりゲート絶縁膜９を形成してもよい。
【００３７】
　ゲート絶縁膜９としては、無機材料、有機材料のいずれを用いてもよい。無機材料とし
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ては、例えば、酸化シリコン膜、窒化シリコン膜、酸化アルミニウム膜、酸化タンタル膜
等の金属酸化物を用いることができる。また、チタン酸バリウムストロンチウム、ジルコ
ニウムチタン酸鉛等の金属複合酸化物を用いてもよい。また、有機材料としては、例えば
、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリビニルアルコール、ポリアセタール、ポリパラ
キシレン、ポリアクリレート、ポリアミド、ポリアミドイミド、ポリオレフィン、ポリエ
ーテルイミド、ポリフェニレンエーテル、ポリフェニレンスルファイド、ポリエーテルス
ルホン、ポリエーテルケトン、ポリフタルアミド、ポリエーテルニトリル、ポリエーテル
スルホン、ポリベンズイミダゾール、ポリカルボジイミド、ポリシロキサン、ポリメチル
メタクリレート、ポリメタクリルアミド、ニトリルゴム、アクリルゴム、ポリエチレンテ
トラフルオライド、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、フェノール樹脂、メラミン樹脂、ウレ
ア樹脂、ポリブテン、ポリペンテン、ポリブタジエン、ブチルゴム、ポリスチレン、およ
びこれらの重合体を用いてもよい。
（ゲート電極形成工程）
　次いで、図３（Ａ）および図３（Ｂ）に示すように、ゲート絶縁膜９上に、導電性膜を
形成し、所望の形状にパターニングすることによりゲート電極１１を形成する。例えば、
ゲート電極上に、導電性膜としてＡｌ（アルミニウム）膜をスパッタリングで堆積する。
次いで、Ａｌ膜を、後述する形状にパターニングする。
【００３８】
　ゲート電極１３の材料としては、例えば、Ａｌの他、Ｃｒ、Ｔａ、Ｍｏ（モリブデン）
、Ｎｂ（ニオブ）、Ｃｕ（銅）、Ａｇ（銀）、Ａｕ（金）、Ｐｔ（白金）、Ｐｄ（パラジ
ウム）、Ｉｎ（インジウム）、Ｎｄ（ネオジム）などの金属や、これらの金属を含有する
合金などを用いてもよい。また、ＩｎＯ2、ＳｎＯ2、ＩＴＯ（酸化インジウムスズ：Indi
um Tin Oxide）などの導電性の金属酸化物を用いてもよい。また、ポリアニリン、ポリピ
ロール、ポリチオフェン、ポリアセチレンなどの導電性高分子や、これらに各種添加物を
加えたものを用いてもよい。添加物としては、例えば、塩酸、硫酸、スルホン酸等の酸、
ＰＦ6、ＡｓＦ5、ＦｅＣｌ3等のルイス酸、ヨウ素等のハロゲン原子、Ｎａ（ナトリウム
）、Ｋ（カリウム）等の金属原子等が挙げられる。また、カーボンブラックや金属粒子を
分散した導電性の複合材料等をゲート電極１１として用いてもよい。
【００３９】
　また、導電性粒子を含む液状材料を用いてスピンコート法やインクジェット法を用いて
塗布し、乾燥、焼成（固化）することにより導電性膜を形成し、その後、パターニングし
てもよい。また、リフトオフ法によりゲート電極９を形成してもよい。
【００４０】
　ここで、本実施の形態の特徴的構造は、開口部１１ａを有することにある。通常のトラ
ンジスタにおいては、ソース電極７ｓ上からドレイン電極７ｄ上にライン状に延在するよ
うゲート電極を形成するが、本実施の形態においては、当該ゲート電極１１中に複数の開
口部１１ａを有する。
【００４１】
　従って、前述したように、当該開口部１１ａを介してチャネル領域ＣＨへ光が入射し、
チャネル領域にトラップされたキャリア（電子又はホール）をデトラップすることができ
る。よって、薄膜トランジスタの特性劣化を低減できる。チャネル領域ＣＨ内にキャリア
がトラップされることによる閾値の変動やキャリアの移動度の低下を是正することができ
る。
（ゲート電極の構造）
　図４および図５は、本実施の形態の有機トランジスタのゲート電極の構造を説明するた
めの平面図又は断面図である。図４（Ａ）は、チャネル領域ＣＨを示す平面図であり、図
４（Ｂ）は、ゲート電極の第１配線部１１ｂを示す平面図である。図５（Ａ）および（Ｂ
）は、ゲート電極の第２配線部１１ｃを示す拡大断面図である。
【００４２】
　以下に、図３～図５を参照しながら本実施の形態の有機トランジスタのゲート電極の構
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造についてさらに詳細に説明する。
【００４３】
　本実施の形態のゲート電極１１は、図３（Ｃ）に示すように、チャネル領域ＣＨ（図４
（Ａ）参照）上にｘ方向に延在する第１配線部（第１ゲート部、経路部）１１ｂと、ｙ方
向に延在する複数の第２配線部（第２ゲート部）１１ｃとで構成される。第２配線部１１
ｃは、幅がｄで間隔ｄを置いてｙ方向に延在している。第２配線部１１ｃのそれぞれの中
心部を接続するよう第２配線部１１ｂがｘ方向に、ソース電極７ｓ上からドレイン電極７
ｄ上まで延在している（図４（Ｂ）参照）。
【００４４】
　従って、少なくとも第１配線部１１ｂに対応して、ソース電極７ｓからドレイン電極７
ｄへの電流の経路は確保される。よって、トランジスタのオン動作に応じてチャネル電流
が流れる。
【００４５】
　さらに、図５に示すように、開口部１１ａの端部から、開口部１１ａの内側へ、鉛直方
向（ゲート絶縁膜９方向へ垂直な方向）から４５°の角度で、有機半導体膜５上に投影し
た投影領域Ｒ１が、重なっている場合には、当該開口部１１ａの下方にもチャネル（電流
の経路）が形成される。これは、発明者等による実験結果に基づく知見であり、当該角度
が４５°以内であれば、ゲート電圧はチャネル部に正しく印加される。
【００４６】
　よって、電流の経路が増加するため、チャネル電流を大きく確保することができる。従
って、有機トランジスタの駆動能力を向上させることができる。
【００４７】
　また、開口部１１ａの最大幅が、ゲート絶縁膜９の厚さの２倍以下であれば、開口部１
１ａの下方の全域にチャネル（電流の経路）が形成される。ここで言う、ゲート絶縁膜９
の厚さは、上記チャネル領域ＣＨ上（有機半導体膜５とゲート電極１１との間）に位置す
るゲート絶縁膜９の厚さを言う(図３（Ａ）参照）。なお、開口部１１ａの最大幅が、ゲ
ート絶縁膜９の厚さ以上であっても、開口部１１ａの下方の全域にチャネル（電流の経路
）が形成される場合がある。例えば、略矩形状の開口部の長辺がゲート絶縁膜９の厚さ以
上であっても、短辺がゲート絶縁膜９の厚さ以下であれば、開口部１１ａの下方の全域に
チャネル（電流の経路）が形成される。
【００４８】
　一方、図５（Ｂ）に示すように、上記投影領域Ｒ１が重ならない場合には、当該開口部
１１ａの下方にチャネルが形成されない領域Ｒ２が生じる。しかしながら、前述したよう
に、例えば、第１配線部１１ｂにより、少なくともソース電極７ｓからドレイン電極７ｄ
への電流の経路は確保されている場合には、図５（Ｂ）に示す構成でも、有機トランジス
タの駆動が可能となる。
【００４９】
　このように、開口部１１ａの大きさを調整することで、チャネル領域ＣＨの全体を電流
の経路とすることができ、トランジスタ特性を向上させることができる。
（ゲート電極の形成方法）
　前述したように、本実施の形態のゲート電極１１は、例えば、スパッタリング法や前述
の溶液プロセスによって導電性膜を形成した後、当該導電性膜上に、図３（Ｃ）の斜線部
の形状に対応するフォトレジスト膜を形成し、上記導電性膜をエッチングすることにより
形成することができる。
【００５０】
　また、図３（Ｃ）の斜線部の形状に対応する開口部を有するフォトレジスト膜を形成し
、基板１上の全体に導電性膜を形成する。その後、フォトレジスト膜を剥離することによ
り、フォトレジスト膜の開口部にのみ導電性膜を残存させてもよい（リフトオフ法）。
【００５１】
　また、図３（Ｃ）の斜線部の形状に対応する開口部を有するメタルマスクを基板１の上
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方に配置し、当該マスクを介して真空蒸着法などにより導電性膜を堆積させることで、ゲ
ート電極１１を形成してもよい。かかる方法によれば、パターニング工程を省略できる。
（保護膜形成工程）
　次いで、ゲート電極１１上に必要に応じて保護膜（図示せず）を形成する。保護膜とし
ては、各種絶縁膜を用いることができる。但し、トップゲート型の場合には、ゲート電極
１１上に形成される膜は光透過性を有することが好ましい。
【００５２】
　以上の工程により本実施の形態の有機トランジスタが完成する。
＜実施の形態２＞
　実施の形態１においては、ゲート電極１１のパターンを図３（Ｃ）に示す形状としたが
、かかる形状に限定されず、種々の変形が可能である。
【００５３】
　図６（Ａ）～図６（Ｄ）は、ゲート電極１１のパターン例を示す平面図である。なお、
本実施の形態の有機トランジスタの構造においては、ゲート電極１１以外は、実施の形態
１と同様の構造を有する。よって、ゲート電極１１のパターニング工程のマスクが異なる
以外は、実施の形態１と同様の製造工程で形成することができる。
（第１例）
　本実施の形態の第１例のゲート電極１１は、図６（Ａ）に示すように、有機半導体膜５
（チャネル領域ＣＨ）上に、ｙ方向に延在する複数の第２配線部（第２ゲート部）１１ｃ
と、これらをチャネル領域ＣＨの外で接続するようｘ方向に延在する第３配線部（第３ゲ
ート部）１１ｄとを有する。第２配線部１１ｃは、幅がｄで間隔ｄを置いてｙ方向に延在
している。この場合、間隔ｄをゲート絶縁膜９の厚さ以下とすることで、開口部１１ａの
下方の全域にチャネル（電流の経路）を形成することができる。
（第２例）
　本実施の形態の第２例のゲート電極１１は、図６（Ｂ）に示すように、有機半導体膜５
（チャネル領域ＣＨ）上に、ｘ方向に延在する複数の第１配線部（第１ゲート部、経路部
）１１ｂと、ｙ方向に延在する第２配線部（第２ゲート部）１１ｃとを有する。第１配線
部１１ｂは、幅がｄで間隔ｄを置いてｙ方向に延在している。第１配線部１１ｂのそれぞ
れの中心部を接続するよう第２配線部１１ｃがｘ方向に延在している。
【００５４】
　この場合、第１配線部１１ｂが、ソース電極７ｓ上からドレイン電極７ｄ上まで延在し
ているので、第１配線部１１ｂに対応して、ソース電極７ｓからドレイン電極７ｄへの電
流の経路は確保される。さらに、間隔ｄをゲート絶縁膜９の厚さ以下とすることで、開口
部１１ａの下方の全域にチャネル（電流の経路）を形成することができる。
（第３例）
　本実施の形態の第３例のゲート電極１１は、図６（Ｃ）に示すように、有機半導体膜５
（チャネル領域ＣＨ）上に、ｘ方向に延在する複数の第１配線部（第１ゲート部、経路部
）１１ｂと、ｙ方向に延在する複数の第２配線部（第２ゲート部）１１ｃとを有する。第
１および第２配線部１１ｂ、１１ｃは、それぞれ幅がｄで間隔ｄを置いてｘ又はｙ方向に
延在している。
【００５５】
　この場合、第１配線部１１ｂが、ソース電極７ｓ上からドレイン電極７ｄ上まで延在し
ているので、第１配線部１１ｂに対応して、ソース電極７ｓからドレイン電極７ｄへの電
流の経路は確保される。さらに、間隔ｄをゲート絶縁膜９の厚さ以下とすることで、開口
部１１ａの下方の全域にチャネル（電流の経路）を形成することができる。
（第４例）
　本実施の形態の第４例のゲート電極１１は、図６（Ｄ）に示すように、アレイ状に配置
された略円形の開口部１１ａを有する。開口部１１ａの半径はｄ（直径は２ｄ）である。
【００５６】
　この場合、有機半導体膜５（チャネル領域ＣＨ）上に、ソース電極７ｓ上からドレイン
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電極７ｄ上まで延在する経路部が存在しているので、第１配線部１１ｂに対応して、ソー
ス電極７ｓからドレイン電極７ｄへの電流の経路は確保される。さらに、半径ｄをゲート
絶縁膜９の厚さ以下とすることで、開口部１１ａの下方の全域にチャネル（電流の経路）
を形成することができる。
【００５７】
　このように、本実施の形態のゲート電極を有する有機トランジスタにおいても、実施の
形態１と同様の効果を奏する。
＜実施の形態３＞
　実施の形態１においては、ゲート電極１１に開口部１１ａを形成したが（図３（Ａ）参
照）、ゲート電極１１に凹部１１ｇを形成してもよい。
【００５８】
　図７は、本実施の形態の有機トランジスタの構造を示す断面図および平面図である。図
７（Ａ）および図７（Ｂ）は、それぞれ図７（Ｃ）のＡ－ＡおよびＢ－Ｂ断面に対応する
。
【００５９】
　本実施の形態のゲート電極形成工程においては、例えば、実施の形態１と同様のフォト
レジスト膜のマスク（図３（Ｃ）参照）を用いエッチングを行うが、エッチングを途中で
終了し、凹部１１ｇの底部にゲート絶縁膜１１を薄く残存させる。凹部１１ｇの底部のゲ
ート電極１１の膜厚は、１００ｎｍ以下、より好ましくは、５０ｎｍ以下である。
【００６０】
　このような薄い膜であれば光の透過が可能で、チャネル領域にトラップされたキャリア
（電子又はホール）をデトラップすることができる。よって、薄膜トランジスタの特性劣
化を低減できる。チャネル領域内にキャリアがトラップされることによる閾値の変動やキ
ャリアの移動度の低下を是正することができる。
【００６１】
　さらに、凹部１１ｇの底部にゲート電極１１が残存するため、かかる領域にもチャネル
が形成される。よって、凹部１１ｇの下方の全域にチャネル（電流の経路）を形成するこ
とができ、トランジスタ特性を向上させることができる。
【００６２】
　なお、本実施の形態の有機トランジスタにおいては、ゲート電極１１の構成以外は、実
施の形態１と同様である。よって、上記ゲート電極１１の製造工程以外は、実施の形態１
と同様である。
＜実施の形態４＞
　実施の形態３においては、ゲート電極１１を単層としたが、多層とし、下層の膜を凹部
１１ｇの底部に残存させてもよい。
【００６３】
　図８は、本実施の形態の有機トランジスタの構造を示す断面図である。図８（Ａ）およ
び図８（Ｂ）は、それぞれ図７（Ｃ）のＡ－ＡおよびＢ－Ｂ断面に対応する。
【００６４】
　本実施の形態のゲート電極形成工程においては、例えば、ゲート絶縁膜９上に、第１導
電性膜１１ｆを形成した後、その上部に第２導電性膜１１ｓを形成する。第１導電性膜１
１ｆの膜厚は、１００ｎｍ以下、より好ましくは、５０ｎｍ以下である。次いで、実施の
形態１と同様のフォトレジスト膜のマスク（図３（Ｃ）参照）を用い、第１導電性膜１１
ｆが露出するまで第２導電性膜１１ｓをエッチングする。この場合、凹部１１ｇの底部に
はゲート絶縁膜１１を構成する第１導電性膜１１ｆが薄く残存する。
【００６５】
　よって、第１導電性膜１１ｆを介して光が透過し、チャネル領域にトラップされたキャ
リア（電子又はホール）をデトラップすることができる。よって、薄膜トランジスタの特
性劣化を低減できる。チャネル領域内にキャリアがトラップされることによる閾値の変動
やキャリアの移動度の低下を是正することができる。
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【００６６】
　さらに、本実施の形態においては、第１、第２導電性膜１１ｆ、１１ｓを異なる導電性
膜で構成したので、エッチングの終点が分かり易く、また、凹部１１ｇの底部に残存させ
る膜の膜厚を制御しやすくなる。
【００６７】
　なお、第１、第２導電性膜の材料に特に限定はなく、実施の形態１において説明した各
種材料を用いることができる。また、第１導電性膜は、第２導電性膜より光透過性の高い
膜を用いることで、上記デトラップ現象を促進できる。
【００６８】
　また、本実施の形態の有機トランジスタにおいては、ゲート電極１１の構成以外は、実
施の形態１と同様である。よって、上記ゲート電極１１の製造工程以外は、実施の形態１
と同様である。
＜実施の形態５＞
　また、ゲート電極１１の膜厚自体を薄くしてもよい。図９は、本実施の形態の有機トラ
ンジスタの構造を示す断面図および平面図である。図９（Ａ）は、図９（Ｂ）のＡ－Ａ断
面に対応する。
【００６９】
　本実施の形態のゲート電極形成工程においては、例えば、図９（Ａ）に示すように、ゲ
ート絶縁膜９上に、１００ｎｍ以下、より好ましくは、５０ｎｍ以下の導電性膜を堆積し
、図９（Ｂ）に示すような略矩形状にパターニングすることによりゲート電極１１ｔを形
成する。即ち、実施の形態１等で説明した開口部１１ａは形成しない。
【００７０】
　このような薄い膜であれば開口部を形成するまでもなく、光の透過が可能で、チャネル
領域にトラップされたキャリア（電子又はホール）をデトラップすることができる。よっ
て、薄膜トランジスタの特性劣化を低減できる。チャネル領域内にキャリアがトラップさ
れることによる閾値の変動やキャリアの移動度の低下を是正することができる。
【００７１】
　なお、本実施の形態に用いる導電性膜の材料に特に限定はなく、実施の形態１において
説明した各種材料を用いることができる。
【００７２】
　また、本実施の形態の有機トランジスタにおいては、ゲート電極１１の構成以外は、実
施の形態１と同様である。よって、上記ゲート電極１１の製造工程以外は、実施の形態１
と同様の工程で形成することができる。
＜実施の形態６＞
　実施の形態１～４においては、ゲート電極１１に開口部１１ａ又は凹部１１ｇを設けた
が、ゲート電極の構成材料をポーラス（多孔質）としてもよい。
【００７３】
　図１０は、本実施の形態の有機トランジスタの構造を示す断面図および平面図である。
【００７４】
　本実施の形態のゲート電極形成工程においては、例えば、導電性粒子を含む液状材料を
有機半導体膜５上にインクジェット法を用いて例えば略矩形の領域に塗布し、乾燥、焼成
（固化）することにより導電性膜を形成する。この際、導電性微粒子の直径や、溶媒（分
散液）などを調整し、膜中に空隙（隙間、孔）１１ｐを形成する。
【００７５】
　この場合、空隙１１ｐを介してチャネル領域へ光が入射し、チャネル領域にトラップさ
れたキャリア（電子又はホール）をデトラップすることができる。よって、薄膜トランジ
スタの特性劣化を低減できる。チャネル領域内にキャリアがトラップされることによる閾
値の変動やキャリアの移動度の低下を是正することができる。
【００７６】
　また、上記工程によれば、微細な開口部１１ａのパターニングが不要となる。よって、
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簡易な工程で安価に、有機トランジスタを形成することができる。
【００７７】
　なお、上記インクジェット法に変えてスピンコート法を用いてもよい。この場合、導電
性膜を例えば略矩形にパターニングする工程が必要となるが、微細な開口部のパターニン
グが不要となり、高度なエッチング制御が不要となる。
【００７８】
　上記多孔質なゲート電極１１ｐを形成する方法として、例えば、導電性微粒子の粒径（
直径）を１００ｎｍ～１μｍ程度とする事がこのましい。また、導電性微粒子の分散した
溶液の濃度は１％～５０％である事が好ましい。かかる濃度の溶液を用いる事により良好
な空隙を有するゲート電極を形成することが可能である。
【００７９】
　また、上記多孔質なゲート電極１１ｐの光透過率は２０～８０％、より好ましくは４０
～６０％程度である。
【００８０】
　なお、本実施の形態の有機トランジスタにおいては、ゲート電極１１の構成以外は、実
施の形態１と同様である。よって、上記ゲート電極１１の製造工程以外は、実施の形態１
と同様である。
＜実施の形態７＞
　上記実施の形態においては、トップゲート型－トップコンタクト構造のトランジスタを
例に説明したが、他の構造のトランジスタにも適用可能である。
【００８１】
　図１１は、本実施の形態の有機トランジスタの構造を示す断面図である。
【００８２】
　図１１（Ａ）に、トップゲート型－ボトムコンタクト構造のトランジスタの断面図を示
す。
【００８３】
　当該有機トランジスタは、基板１上に形成された下地絶縁膜３と、その上部に一定の距
離離間して対向するよう配置されたソース電極７ｓおよびドレイン電極７ｄと、ソース電
極７ｓおよびドレイン電極７ｄ間から露出した下地絶縁膜３上にソース電極７ｓおよびド
レイン電極７ｄと接するよう配置された有機半導体膜５と、有機半導体膜５上にゲート絶
縁膜９を介して配置されたゲート電極１１とを有する。
【００８４】
　このゲート電極１１中には、実施の形態１～４で説明したように開口部１１ａや凹部１
１ｇが設けられている。また、ゲート電極１１は、実施の形態５で説明したように薄く（
膜厚１００ｎｍ以下、より好ましくは、５０ｎｍ以下）形成されている。また、ゲート電
極１１は、実施の形態６で説明したように多孔質膜である。
【００８５】
　これらの形成工程は、実施の形態１で説明した各工程を、「下地絶縁膜形成工程」、「
ソース電極およびドレイン電極形成工程」、「有機半導体膜形成工程」、「ゲート絶縁膜
形成工程」および「ゲート電極形成工程」の順に行えば良い。
【００８６】
　図１１（Ｂ）に、ボトムゲート型－ボトムコンタクト構造のトランジスタの断面図を示
す。
【００８７】
　当該有機トランジスタは、基板１上に形成されたゲート電極１１と、その上部に形成さ
れたゲート絶縁膜９と、その上部に一定の距離離間して対向するよう配置されたソース電
極７ｓおよびドレイン電極７ｄと、ソース電極７ｓおよびドレイン電極７ｄ間から露出し
たゲート絶縁膜９上にソース電極７ｓおよびドレイン電極７ｄと接するよう配置された有
機半導体膜５と、有機半導体膜５上に配置された保護膜１３とを有する。なお、ここでは
、下地絶縁膜３の形成は省略されている。
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【００８８】
　このゲート電極１１中には、実施の形態１～４で説明したように開口部１１ａや凹部１
１ｇが設けられている。また、ゲート電極１１は、実施の形態５で説明したように薄く（
膜厚１００ｎｍ以下、より好ましくは、５０ｎｍ以下）形成されている。また、ゲート電
極１１は、実施の形態６で説明したように多孔質膜である。
【００８９】
　これらの形成工程は、実施の形態１で説明した各工程を、「ゲート電極形成工程」、「
ゲート絶縁膜形成工程」、「ソース電極およびドレイン電極形成工程」、「有機半導体膜
形成工程」、および「保護膜形成工程」の順に行えば良い。なお、図１１（Ｂ），（Ｃ）
に示すボトムゲート型においては、ゲート電極１１下に配置される基板１が光透過性を有
することを前提としている。
【００９０】
　図１１（Ｃ）に、ボトムゲート型－トップコンタクト構造のトランジスタの断面図を示
す。
【００９１】
　当該有機トランジスタは、基板１上に形成されたゲート電極１１と、その上部に形成さ
れたゲート絶縁膜９と、その上部に形成された有機半導体膜５と、有機半導体膜５上に一
定の間隔を置いて対向して配置されたソース電極７ｓおよびドレイン電極７ｄと、有機半
導体膜５上に配置された保護膜１３とを有する。なお、ここでは、下地絶縁膜３の形成は
省略されている。
【００９２】
　このゲート電極１１中には、実施の形態１～４で説明したように開口部１１ａや凹部１
１ｇが設けられている。また、ゲート電極１１は、実施の形態５で説明したように薄く（
膜厚１００ｎｍ以下、より好ましくは、５０ｎｍ以下）形成されている。また、ゲート電
極１１は、実施の形態６で説明したように多孔質膜である。
【００９３】
　これらの形成工程は、実施の形態１で説明した各工程を、「ゲート電極形成工程」、「
ゲート絶縁膜形成工程」、「有機半導体膜形成工程」、「ソース電極およびドレイン電極
形成工程」、および「保護膜形成工程」の順に行えば良い。
＜電気光学装置および電子機器＞
　図１２は、有機トランジスタを用いたアクティブマトリクス基板の構成例を示す回路図
である。図１２に示すように、表示装置１は、表示領域１ａ内にマトリクス状に配置され
た複数の画素を有する。この画素は、配線２７とゲート電極線ＧＬとの交点に配置されて
いる。また、各画素は、画素電極２１および有機トランジスタＴを有している。例えば、
配線２７は、Ｘドライバにより駆動され、また、ゲート電極線ＧＬは、Ｙドライバにより
駆動される。
【００９４】
　上記アクティブマトリクス基板の薄膜トランジスタＴとして上記有機トランジスタを用
いることができる。また、ＸドライバやＹドライバに用いられる周辺回路として上記有機
トランジスタを用いることができる。
【００９５】
　図１３は、上記アクティブマトリクス基板を有する電気泳動装置の構成例を示す平面図
および断面図である。
【００９６】
　図１３（Ａ）に示すように、アクティブマトリクス基板１は、配線２７と、ゲート電極
線ＧＬと、これらの交点に配置された、画素電極２１および有機トランジスタＴを有する
。有機トランジスタＴは、図１３（Ｂ）に示すアクティブマトリクス基板１上の層２中に
、実施の形態１～６で詳細に説明したように配置されている。例えば、ソース電極７ｓが
配線（ソース線）２７と接続され、ドレイン電極７ｄが画素電極２１と接続される。
【００９７】
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　図１３（Ｂ）に示すように、アクティブマトリクス基板１の上層には、前述の有機トラ
ンジスタＴや、画素電極２１などを含む素子層２が形成されている。そして、素子層２の
上層には、複数のマイクロカプセル１０３を有する電気泳動シート１０５が配置される。
当該電気泳動シート１０５には、対向電極１０２が形成された対向基板１０１が含まれて
いる。
【００９８】
　マイクロカプセル１０３内には、それぞれ特性の異なる複数種の電気泳動粒子、例えば
、電荷および色の異なる２種の電気泳動粒子を含む電気泳動分散液が封入されている。対
向電極１０２は、例えば、ＩＴＯ等の透明電極材料からなる。
【００９９】
　上記電気泳動表示装置においては、ゲート線ＧＬに選択信号（選択電圧）が供給される
と、この選択信号が供給されたゲート線ＧＬに接続する有機トランジスタＴがオン状態と
なる。これにより、当該有機トランジスタＴに接続されている配線２７と画素電極２１と
は実質的に導通する。このとき、配線２７に所望のデータ（電圧）を供給した状態であれ
ば、このデータ（電圧）は画素電極２１に供給される。このとき、画素電極２１と対向電
極１０２との間に電界が生じ、この電界の方向、強さ等に応じて、マイクロカプセル１０
３中の電気泳動粒子はいずれかの電極（上方）１０２または画素電極（下方）２１に向か
って電気泳動する。
【０１００】
　一方、この状態から、ゲート線ＧＬへの選択信号の供給を停止すると、有機トランジス
タＴはオフとなり、かかる有機トランジスタＴに接続されている配線２７と画素電極２１
とは非導通状態となる。
【０１０１】
　したがって、ゲート線ＧＬへの選択信号の供給および停止、あるいは、配線２７へのデ
ータの供給および停止を適宜組み合わせて行なうことにより、電気泳動表示装置の表示画
素には所望の画像を表示させることができる。
【０１０２】
　このように、上記アクティブマトリクス基板１や電気泳動表示装置に上記実施の形態の
有機トランジスタを組み込むことで、これらの特性を向上させることができる。
【０１０３】
　上記電気泳動表示装置は、各種電子機器に組み込むことができる。電子機器の例として
、電子ペーパについて説明する。図１４は、電子ペーパの斜視図である。
【０１０４】
　図１４に示す電子ペーパ１２００は、紙と同様の質感および柔軟性を有するリライタブ
ルシートで構成される本体１２０１と、表示ユニット１２０２とを備えている。このよう
な電子ペーパ１２００では、表示ユニット１２０２が、前述したような電気泳動表示装置
で構成されている。
【０１０５】
　上記電子ペーパは、例えば、新聞記事などの文字情報を表示して使用することができる
。このような、電子ペーパは、駆動電圧が比較的大きく、有機トランジスタのオフ電流の
影響を受け難い。また、電子ペーパにおいては、表示画像の切り替えまでの時間が長く、
オフ電流によるデメリットよりも、光照射によるキャリアのデトラップの効果が大きい。
また、光の下で表示することが多いため、非使用状態（トランジスタのオフ状態）におい
て、蓄積されたキャリアを随時デトラップでき、品質を改善しつつ、長期間の使用が可能
となる。このように、本実施の形態の有機トランジスタは、上記電子ペーパに用いて好適
である。
【０１０６】
　なお、上記電気泳動表示装置は、上記電子ペーパのみならず、当該装置を用いたパソコ
ンや時計など表示部を有する各種電子機器に広く適用可能である。
【０１０７】
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　また、上記実施の形態の有機トランジスタやアクティブマトリクス基板は、上記電気泳
動表示装置の他、有機ＥＬを用いた表示装置や液晶を用いた表示装置等にも使用すること
ができる。
【０１０８】
　また、これらの表示装置を使用した電子機器としては、例えば、テレビ、ビューファイ
ンダ型、モニタ直視型のビデオテープレコーダ、カーナビゲーション装置、ページャ、電
子手帳、電卓、電子新聞、ワードプロセッサ、パーソナルコンピュータ、ワークステーシ
ョン、テレビ電話、ＰＯＳ端末、タッチパネルを備えた機器等を挙げることができ、これ
らの各種電子機器の表示部に、上記表示装置、アクティブマトリクス基板や有機トランジ
スタを適用することが可能である。
【０１０９】
　また、上記実施の形態を通じて説明された実施例や応用例は、用途に応じて適宜に組み
合わせて、又は変更若しくは改良を加えて用いることができ、本発明は上述した実施の形
態の記載に限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【０１１０】
【図１】実施の形態１の有機トランジスタの製造方法を示す断面図および平面図である。
【図２】実施の形態１の有機トランジスタの製造方法を示す断面図および平面図である。
【図３】実施の形態１の有機トランジスタの製造方法を示す断面図および平面図である。
【図４】実施の形態１の有機トランジスタのゲート電極の構造を説明するための平面図で
ある。
【図５】実施の形態１の有機トランジスタのゲート電極の構造を説明するための拡大断面
図である。
【図６】実施の形態２の有機トランジスタのゲート電極１１のパターン例を示す平面図で
ある。
【図７】実施の形態３の有機トランジスタの構造を示す断面図および平面図である。
【図８】実施の形態４の有機トランジスタの構造を示す断面図である。
【図９】実施の形態５の有機トランジスタの構造を示す断面図および平面図である。
【図１０】実施の形態６の有機トランジスタの構造を示す断面図および平面図である。
【図１１】実施の形態７の有機トランジスタの構造を示す断面図である。
【図１２】有機トランジスタを用いたアクティブマトリクス基板の構成例を示す回路図で
ある。
【図１３】アクティブマトリクス基板を有する電気泳動装置の構成例を示す平面図および
断面図である。
【図１４】電子ペーパの斜視図である。
【符号の説明】
【０１１１】
１…基板、１ａ…表示領域、２…層、３…下地絶縁膜、５…有機半導体膜、７ｓ…ソース
電極、７ｄ…ドレイン電極、９…ゲート絶縁膜、１１…ゲート電極、１１ａ…開口部、１
１ｂ…第１配線部、１１ｃ…第２配線部、１１ｄ…第３配線部、１１ｇ…凹部、１１ｆ…
第１導電性膜、１１ｓ…第２導電性膜、１１ｔ…ゲート電極、１１ｐ…空隙、１３…保護
膜、２１…画素電極、２７…配線、１０１…対向基板、１０２…対向電極、１０３…マイ
クロカプセル、１０５…電気泳動シート、１２００…電子ペーパ、１２０１…本体、１２
０２…表示ユニット、ＣＨ…チャネル領域、ＧＬ…ゲート電極線、Ｒ１…投影領域、Ｔ…
有機トランジスタ
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